様式１

プロポーザル参加申込書

令和　　年　　月　　日

[bookmark: _Hlk128687706]公益社団法人石川県観光連盟
理事長　　庄田　正一　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

　関西・中京圏を中心とした三大都市圏からの誘客に向けた観光プロモーション事業業務委託に関するプロポーザルについて、参加いたします。


記
	事業所等所在地
	〒

電　話

	事業者名
	（フリガナ）　

	
	

	設立年月日
	

	業種
	

	従業員数
	　　　　　　　　　　　人

	代表者職名･氏名
	

	主な事業内容
	

	担当者
	氏名
	

	
	連絡先
	

	
	E-mail
	




様式２
参加資格要件確認書
令和　　年　　月　　日

公益社団法人石川県観光連盟
理事長　　庄田　正一　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　


関西・中京圏を中心とした三大都市圏からの誘客に向けた観光プロモーション事業業務委託に関するプロポーザルについて、下記のとおり参加資格要件を満たしていることを証明いたします。

記

（１）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
（２）本プロポーザル実施に係る告示開始日から実施要領に記載する企画提案書の提出期限の日までにおいて、石川県競争入札参加資格の停止期間中でないものであること。
（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
（４）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
(1) 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者
(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(5) 役員等が暴力団又 は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
（５）審査会実施日までに納期が到来する国税及び都道府県税を滞納していない者であること。




様式３

委託業務共同企業体協定書

（目的）
第１条　当共同企業体は、関西・中京圏を中心とした三大都市圏からの誘客に向けた観光プロモーション事業（以下、「委託業務」という。）を共同連帯して営むことを目的とする。

（名称）
第２条　当共同企業体は、○○○共同企業体（以下「共同企業体」という。）と称する。

（事務所の住所）
第３条　共同企業体は、事務所を○○○○に置く。

（構成員の住所及び名称）
第４条　共同企業体の構成員は、次のとおりとする。
　　住所
　　商号又は名称
　　代表者

　　住所
　　商号又は名称
　　代表者
　（以下、構成員を列記）

（代表者の氏名）
第５条　共同企業体は、○○○○を代表者とする。

（代表者の権限）
第６条　共同企業体の代表者は、第１条に規定する業務の履行に関し、共同企業体を代表して発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託料の請求、受領及び共同企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

（構成員の責任）
第７条　各構成員は、第１条に規定する業務の委託契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）
第８条　共同企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。

（決算）
第９条　共同企業体は、第１条に規定する業務の完了後当該業務について決算するものとする。

（権利義務の譲渡の禁止）
第10条　本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできないものとする。

（業務途中における構成員の脱退に対する措置）
第11条　構成員は、発注者及び構成員全体の承認がなければ、共同企業体が第１条に規定する業務を完了する日までは脱退することができない。
２　構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して第１条に規定する業務を完成する。

（構成員の除名）
第11条の２　共同企業体は、構成員のいずれかが、第１条に規定する業務において重要な義務の不履行、その他の除名にし得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
２　前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
３　第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項の規定を準用するものとする。

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
第12条　構成員のうちいずれかが第１条に規定する業務途中において破産又は解散した場合においては、第11条第２項の規定を準用するものとする。

（代表者の変更）
第13条　代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者として責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。

　(解散後の瑕疵担保責任)
第14条　共同企業体が解散した後においても、第1条に規定する業務につき、瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。


　(協定書に定めのない事項)
第15条　この協定書に定めのない事項については、別途定めるものとする。
　○○外○○社は、上記のとおり、○○○○共同企業体を結成したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印のうえ、発注者に提出するほか、各自所持するものとする。






　　　令和　　年　　　月　　　日



　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所
　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　代表者


　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　代表者
　　　　　　　　　　　　　　(以下、構成員を列記)

様式４

プロポーザル参加辞退届


令和　　年　　月　　日

公益社団法人石川県観光連盟
理事長　　庄田　正一　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　




　関西・中京圏を中心とした三大都市圏からの誘客に向けた観光プロモーション事業業務委託に関するプロポーザルの実施について、参加を辞退します。


＜辞退の理由＞


